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【防災情報】酒田河川国道事務所 道路防災情報（第４報・終報） 
E７日本海東北自動車道 (酒田みなとIC～遊佐比子IC)の 

規制解除について 

 

酒田河川国道事務所では令和７年１０月８日に山形県飽海郡
遊佐町藤崎地内において確認された盛土流出により、１０月８
日１３時４５分に災害対策支部(道路)「警戒体制」を設置し、
酒田みなとIC～遊佐比子ICの区間において、１０月８日１４時
３０分より全面通行止めを実施しておりました。 
被災箇所の応急復旧工事の完了により、本日１６時００分に

規制解除しました。 
あわせて、災害対策支部(道路)「警戒体制」を解除しました。  

  
１． 規制区間 別紙のとおり 

Ｅ７日本海東北自動車道 酒田みなとIC～遊佐比子IC(上下線) 
     
 ２．規制時間 
    開始時間 令和７年１０月８日(水)  １４時３０分 
    解除時間 令和７年１０月１６日(木) １６時００分  規制解除 
 
 ３．道路情報 
    道路情報は、ホームページ、携帯サイトでも確認できます。 
    【道路】 
    ＨＰアドレス https://www.thr.mlit.go.jp/sakata/road/index.html 
  
 ４．復旧工事の進捗状況を酒田河川国道事務所Xアカウントで投稿しています。 
    酒田河川国道事務所Xアカウント https://x.com/sakata_mlit 
 
  ５．その他 
    今後の情報に十分ご注意ください。 
 

〈 発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会 〉 
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